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１ 計画の目的と計画策定の根拠
〇長野市障害者基本計画

障害者基本法第11条第３項の規定に基づく、障害者のための施策に関す
る基本的な計画（現行計画期間：平成23年度～令和２年度の10年間）

〇第５期長野市障害福祉計画

障害者総合支援法第88条第１項の規定に基づく、国の基本指針に即して、
障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者総合支援法に基づく業務
の円滑な実施に関する計画
〇第１期長野市障害児福祉計画

児童福祉法第33条の20の規定に基づく、国の基本指針に即して、障害児通
所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び
障害児相談支援の円滑な実施に関する計画
（現行計画期間：平成30年度～令和２年度の３年間）

３つの計画が同時に終了することから一体化して策定



2２ 計画期間の変更

年 度 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

市障害者基本計画

市障害福祉計画

市障害児福祉計画

県障害者計画 長野県障がい者プラン2012 長野県障がい者プラン2018

県障害福祉計画 第３期 第４期 第５期

県障害児福祉計画 第１期

国障害者基本計画 第３次障害者基本計画 第４次障害者基本計画

第１次 第２次

第３期 第４期 第５期 第６期

第１期 第２期

現行の長野市障害者基本計画は計画期間を１０年間としているが、計画期間を３年間とす
る第６期長野市障害福祉計画、第２期長野市障害児福祉計画と終了時期を合わせるため、
第２次長野市障害者基本計画は、令和３年度から令和８年度までの６年間とする。
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長野市

長野市障害者基本計画庁内推進会議

長野市社会福祉審議会
（障害者福祉専門分科会）

３ 計画の策定体制

長
野
市
障
害

ふ
く
し
ネ
ッ
ト

障
害
者
団
体

（身
体
・知
的
・精
神
障
害
者
団
体
等
）

当
事
者
・支
援
機
関
・一
般
市
民諮

問
答
申

連
携

意見反映



4４ 計画策定のスケジュール

2021年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

内容

部長会議 ○ ○ ○

市議会 ○ ○

社会福祉審議会 ○ ○

障害者福祉専門分科会 ○ ○ 中止 ○ ○ ○ ○ ○

庁内推進会議 ○ 中止 ○ ○ ○ ○ ○

障害ふくしネット ○ ○ ○ ○ ○ ○
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